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母子生活支援施設すみれ館現地視察

地
方
創
生
に
関
連
す
る
戦
略

の
推
進
な
ど
、
今
後
、
短
期

・
中
期
的
に
推
進
す
べ
き
施

策
・
課
題
が
多
く
、
組
織
横

断
的
に
取
組
を
進
め
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
総
合
政

策
部
と
財
政
部
を
設
置
し
、

機
能
別
に
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門

を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
福
祉
部
に
地
域
包
括
ケ
ア

推
進
課
を
設
置
す
る
目
的
は
。

答
団
塊
の
世
代
が
75
歳
と
な

る
２
０
２
５
年
を
見
据
え
、

地
域
住
民
に
対
す
る
医
療
・

介
護
・
福
祉
な
ど
の
サ
ー
ビ

ス
を
、
関
係
者
が
連
携
し
て

一
体
的
・
体
系
的
に
提
供
す

る
体
制
で
あ
る
地
域
包
括
ケ

ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
及
び
高

齢
者
施
策
の
推
進
に
対
応
す

る
組
織
体
制
と
す
る
た
め
、

設
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
な

の
か
伺
う
。

答
簡
素
で
効
率
的
な
組
織
を

考
慮
し
つ
つ
、
必
要
な
部
分

に
つ
い
て
は
、
組
織
体
制
を

強
化
し
た
こ
と
か
ら
、
市
長

部
局
は
、
１
部
３
課
の
増
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

問
総
合
政
策
部
・
財
政
部
以

外
の
市
長
部
局
に
お
け
る
課

の
組
織
変
更
に
よ
る
効
果
は
。

答
こ
ど
も
安
全
課
、
医
療
助

成
課
は
、
実
施
し
て
い
る
業

務
の
内
容
に
合
わ
せ
「
こ
ど

も
家
庭
課
」
、
「
高
齢
・
障

害
医
療
課
」
に
変
更
し
、
健

康
づ
く
り
支
援
課
と
成
人
健

診
課
は
、
「
健
康
か
わ
ご
え

推
進
プ
ラ
ン
」
を
効
果
的
に

推
進
す
る
た
め
、
業
務
内
容

を
整
理
し
、
疾
病
対
策
、
医

療
支
援
な
ど
を
行
う
「
健
康

管
理
課
」
と
、
地
区
担
当
保

健
師
に
よ
り
地
域
の
特
性
を

活
か
し
た
保
健
活
動
、
健
康

づ
く
り
な
ど
を
行
う
「
健
康

づ
く
り
支
援
課
」
に
再
編
す

る
も
の
で
あ
る
。

問
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

が
週
５
日
勤
務
と
な
る
こ
と

で
、
労
働
力
に
ど
の
よ
う
な

影
響
が
考
え
ら
れ
る
か
？

答
勤
務
時
間
と
い
う
視
点
か

ら
と
ら
え
る
と
労
働
力
は
増

加
す
る
。
再
任
用
職
員
の
能

力
を
よ
り
効
果
的
に
活
用
で

き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

問
平
成
26
年
度
に
お
け
る
再

任
用
短
時
間
勤
務
職
員
が
、

週
５
日
勤
務
と
な
っ
た
場
合
、

給
与
に
ど
の
程
度
差
が
生
じ

る
の
か
？

答
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員

が
フ
ル
タ
イ
ム
勤
務
し
た
場

合
、
約
90
万
円
の
差
と
な
る
。

問
給
与
増
が
見
込
ま
れ
る
な

ら
ば
、
職
員
の
時
間
外
勤
務

の
縮
減
に
繋
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
が
、
本
市

の
認
識
に
つ
い
て
伺
う
。

答
時
間
外
勤
務
の
縮
減
は
全

庁
的
な
課
題
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
た
び
の
再
任
用
制

度
の
運
用
の
見
直
し
も
踏
ま

え
な
が
ら
、
全
庁
的
に
取
り

組
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

問
介
護
認
定
調
査
員
及
び
不

適
正
処
理
等
監
視
員
の
報
酬

額
を
２
千
円
引
き
上
げ
の
経

緯
に
つ
い
て
。

答
調
査
員
は
専
門
知
識
、
能

力
を
有
す
る
人
材
を
確
保
す

る
た
め
、
監
視
員
は
他
団
体

の
報
酬
額
と
の
均
衡
を
図
り
、

優
秀
な
人
材
を
確
保
す
る
た

め
、
そ
れ
ぞ
れ
報
酬
額
を
引

き
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。

問
不
適
正
処
理
等
監
視
員
の

こ
れ
ま
で
の
活
動
実
績
は
。

答
平
成
26
年
度
は
、
監
視
パ

ト
ロ
ー
ル
を
３
０
７
日
実
施

し
、
不
法
投
棄
33
件
、
野
外

焼
却
42
件
を
発
見
し
、
是
正

指
導
を
行
っ
た
。

問
介
護
認
定
調
査
員
の
報
酬

額
の
引
き
上
げ
は
、
介
護
認

定
調
査
に
ど
の
よ
う
な
効
果

が
あ
る
か
。

答
勤
務
条
件
の
改
善
を
図
り

調
査
員
を
増
員
す
る
こ
と
に

よ
り
、
調
査
の
迅
速
な
実
施

が
可
能
と
な
り
、
早
期
の
認

定
結
果
通
知
の
送
付
に
つ
な

が
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

問
母
子
生
活
支
援
施
設
が
民

設
民
営
に
な
っ
た
場
合
の
メ

リ
ッ
ト
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

答
メ
リ
ッ
ト
は
、
24
時
間
３

６
５
日
の
運
営
が
必
要
な
状

況
に
お
い
て
、
民
間
の
ノ
ウ

ハ
ウ
の
中
で
、
Ｄ
Ｖ
を
含
め

た
安
全
性
を
保
つ
対
応
や
、

入
所
者
の
自
立
支
援
に
必
要

な
心
理
担
当
職
員
の
確
保
と

い
っ
た
体
制
が
取
り
や
す
く
、

母
子
そ
れ
ぞ
れ
に
柔
軟
な
対

応
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

問
す
み
れ
館
廃
止
後
の
母
子

生
活
支
援
施
設
に
対
す
る
市

の
考
え
は
。

答
母
子
生
活
支
援
施
設
は
、

母
子
を
分
離
せ
ず
に
救
済
で

き
る
最
良
の
施
設
で
あ
り
、

本
市
や
国
の
計
画
等
に
も
必

要
性
が
示
さ
れ
て
お
り
、
速

や
か
に
設
置
に
向
け
た
準
備

を
進
め
、
入
所
者
の
気
持
ち

に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
母
子

が
自
立
で
き
る
よ
う
支
援
す

る
施
設
に
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
る
。

問
市
社
会
福
祉
審
議
会
児
童

福
祉
専
門
分
科
会
で
ど
の
よ

う
な
意
見
が
あ
っ
た
か
。

答
市
社
会
福
祉
審
議
会
児
童

福
祉
専
門
分
科
会
で
は
「
廃

止
時
に
入
所
世
帯
が
い
る
場

合
の
対
応
」
、
「
廃
止
後
、

新
た
に
整
備
す
る
ま
で
の
間

の
代
替
施
設
な
ど
の
対
応
方

法
」
、
「
民
間
が
整
備
し
た

場
合
の
適
切
な
管
理
運
営
の

た
め
の
市
の
関
わ
り
方
」
な

ど
に
つ
い
て
、
意
見
や
質
問

が
あ
っ
た
。

議
案
第
８
７
号

職
員
定
数
条
例

【
政
晴
会
】

議
案
第
９
０
号

特
別
職
の
非
常
勤
職
員
の
報
酬
等
の
条
例
の
一
部
改
正

【
公
明
党
】

議
案
第
９
４
号

母
子
生
活
支
援
施
設
条
例
の
廃
止
条
例

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】


